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75 書評と紹介

可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
、
当
該
期
の
夫
婦
関
係
を
分
析
す
る
際
は
、

妻
も
含
め
た
生
活
動
向
と
、
夫
婦
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う

と
し
た
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。

東
四
柳
祥
子
「
明
治
期
に
お
け
る
西
洋
料
理
書
の
誕
生
と
そ
の
意

義
」
は
、
明
治
期
の
「
西
洋
料
理
書
」
の
成
立
と
展
開
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
「
西
洋
料
理
書
」
成
立
の
背
後
に
は
、
強
壮
な
身
体
作
り
と
、

酉
洋
人
と
の
交
際
力
を
高
め
る
た
め
の
西
洋
式
食
事
作
法
の
習
得
と
い

う
、
国
策
的
意
向
が
反
映
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
西
洋
料
理

書
」
の
内
容
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
、
当
初
は
肉
食
の
長
所
を
指
摘

す
る
が
、
次
第
に
西
洋
料
理
の
滋
姜
分
の
高
さ
を
う
た
い
、
家
庭
で
の

西
洋
料
理
の
調
理
を
す
す
め
る
、
家
庭
向
け
の
も
の
が
出
版
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
新
し
い
家
族
関
係
構
築

を
目
指
す
、
家
庭
改
良
書
と
し
て
の
機
能
も
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
解
明
し
た
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
第
皿

•
W
部
の
論
文
を
紹
介
し
た
。
研
究

対
象
は
加
賀
藩
・
加
能
地
域
に
限
ら
ず
、
内
容
的
に
も
政
治
史
・
経
済

史
・
地
域
史
・
文
化
史
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
個
々
の
論
文
は
、
明
確

な
課
題
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
解
明
し
て
い
る
。
加
え
て
今
後
の
課
題

も
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
ら
に
研
究
の
広
が
り
が
期
待
さ
れ
る
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
直
接
手
に
と
っ
て
一
読
し
て
い
た
だ
ぎ
た

、。ー「
編
集
を
終
え
て
」
に
は
、
編
者
の
東
四
柳
氏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
数

記
さ
れ
、
こ
こ
を
読
む
だ
け
で
氏
が
多
く
の
後
輩
や
教
え
子
に
敬
莫
小
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
読
み
応
え
が
あ
る
。
最
後
に
氏
の
益
々
の

ご
健
勝
と
、
さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
、
新
刊
紹
介
の
筆
を
置
か

せ
て
い
た
だ
く
。

（二

0
一
七
年
二
月
刊
、

A
5
版
、
四
六
六
頁
、
同
成
社
、
定
価
九
八
〇

0
円
＋
税
）

本
書
は
、
比
散
山
延
暦
寺
〔
以
下
、
山
門
〕
と
そ
の
寺
院
社
会
に
深

く
関
係
す
る
近
江
・
京
都
の
民
衆
の
歴
史
的
役
割
を
考
究
し
た
学
術
論

文
渠
で
あ
る
。
下
坂
氏
は
、
先
著
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
（
思
文
閣

出
版
、
二

0
0
一
年
）
に
お
い
て
、
山
門
の
組
織
と
構
造
を
解
明
す
る

ぎ
わ
め
て
重
厚
な
研
究
成
果
を
う
み
だ
し
た
。
そ
し
て
、
一
般
向
け
に

も
『
京
を
支
配
す
る
山
法
師
た
ち
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二

0
―
一
年
）
を

著
し
、
山
門
研
究
の
重
要
性
と
魅
力
を
あ
ら
わ
し
た
。
ま
た
氏
は
『
描

杉

山

下
坂
守
著

『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』

弥
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か
れ
た
日
本
の
中
世
』
（
法
蔵
館
、
二

0
0
三
年
）
に
お
い
て
、
景
観
研

究
の
分
野
で
も
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
業
績
を
重
ね
る
。
本
書
は
、
そ

う
し
た
下
坂
氏
の
間
題
意
識
や
研
究
手
法
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
展
開

さ
れ
た
大
著
で
あ
る
。

「
序
に
か
え
て
」
は
、
山
門
の
歴
史
的
役
割
を
、
①
寺
院
の
活
動
実

態
、
②
近
江
・
京
都
民
衆
と
の
関
係
、
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
本
書
の

目
的
を
掲
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
山
門
惣
寺
を
山
訴
の
視
点
か
ら
検
証

す
る
こ
と
、
山
門
と
室
町
幕
府
の
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
、
山
門
と
近

江
坂
本
・
大
津
の
民
衆
の
関
係
を
論
証
す
る
こ
と
、
山
門
と
関
わ
り
の

ふ
か
い
京
都
民
衆
の
生
活
を
景
観
研
究
か
ら
考
証
す
る
こ
と
、
の
四
点

を
あ
げ
る
。
そ
し
て
本
書
を
つ
ら
ぬ
く
問
題
意
識
と
し
て
、
「
王
法
仏
法

相
衣
論
」
に
留
意
し
た
こ
と
を
表
明
す
る
。

第
一
篇
「
衆
徒
と
閉
籠
」
は
、
山
門
の
組
織
や
身
分
構
造
に
つ
い
て

山
訴
の
一
形
態
で
あ
る
閉
籠
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
論
じ
た
。

第
一
章
「
中
世
延
暦
寺
の
大
衆
と
「
閉
籠
」
」
は
、
『
元
徳
二
年
三
月

H
吉
社
井
叙
山
行
幸
記
』
か
ら
山
門
衆
徒
の
堂
舎
閉
籠
を
考
察
し
、
鎌

倉
期
山
門
の
寺
院
運
営
の
あ
り
方
を
み
た
。
『
公
衡
公
記
」
に
よ
っ
て
同

記
事
の
信
頼
性
を
確
認
の
う
え
閉
籠
記
事
を
抽
出
し
、
神
輿
振
り
よ
り

も
少
人
数
で
執
行
叶
能
な
訴
訟
形
態
と
し
て
の
閉
籠
の
実
像
を
し
め

す
。
ま
た
訴
訟
主
体
は
閉
籠
し
た
堂
舎
に
よ
っ
て
特
定
が
可
能
な
こ
と

や
、
結
末
は
要
求
が
通
っ
て
閉
籠
を
解
く
か
外
部
か
ら
攻
撃
さ
れ
強
制

終
了
す
る
か
の
二
択
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
雇
わ
れ
閉
籠
衆
が
出
現
す
る

こ
と
な
ど
、
閉
籠
の
実
態
と
推
移
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
ま
た
日
吉
社

大
宮
に
覆
面
姿
で
閉
籠
し
た
者
た
ち
を
近
江
坂
本
の
在
地
人
と
と
ら

え
、
個
人
的
要
求
が
多
く
な
る
の
は
有
力
山
徒
の
登
場
が
連
関
し
て
い

る
と
み
て
、
そ
こ
に
山
門
組
織
の
変
容
を
み
る
。

第
二
章
「
「
山
訴
」
の
実
相
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
は
、
南
北
朝
・
室

町
期
の
棠
舎
閉
籠
と
神
輿
動
座
か
ら
山
訴
の
政
治
的
・
社
会
的
役
割
を

さ
ぐ
っ
た
c

閉
寵
の
場
所
は
、
東
塔
が
根
本
中
堂
、
西
塔
が
釈
迦
堂
、

横
川
が
横
川
中
堂
、
と
二
塔
の
各
本
堂
に
限
ら
れ
、
神
輿
動
座
の
場
所

は
日
吉
七
社
の
管
轄
状
況
と
一
致
、
手
続
ぎ
は
堂
舎
閉
籠
・
神
輿
動

座
・
ニ
塔
会
合
の
順
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
閉
籠
衆
が
発
給

し
た
衆
議
事
書
と
下
知
状
を
分
析
し
、
閉
籠
衆
は
権
限
を
委
譲
さ
れ
た

臨
時
執
行
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
そ
し
て
山
訴
の
最
中
、
日

古
祭
、
日
吉
小
五
月
会
、
祇
園
会
、
北
野
祭
な
ど
山
門
関
係
の
祭
礼
は

す
べ
て
延
引
す
る
た
め
、
室
町
幕
府
は
祭
礼
の
年
越
し
を
怖
れ
て
山
訴

に
妥
協
す
る
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
山
訴
は
士
一
揆
を

誘
発
さ
せ
、
こ
れ
に
疫
病
流
行
と
祭
礼
延
引
が
重
な
る
と
、
山
訴
の
社

会
的
威
力
が
増
す
こ
と
を
論
証
し
た
。
山
訴
が
民
衆
に
畏
怖
の
念
を
抱

か
せ
た
の
は
、
祭
礼
延
引
と
犬
災
が
連
動
し
た
場
合
、
仏
法
か
ら
離
れ

た
王
法
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
可
視
化
で
き
た
た
め
で
あ
る
と
す

る。
第
三
章

□
中
恨
寺
院
社
会
に
お
け
る
身
分
」
は
、
延
暦
寺
・
園
城
寺

と
い
う
天
台
宗
の
両
寺
僧
を
寺
内
身
分
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
ま
ず
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園
城
寺
に
つ
い
て
、
寺
内
堂
舎
（
三
院
、
如
意
寺
、
五
別
所
）
の
概
要

を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
衆
徒
（
三
院
の
寺
僧
）
、
預
（
堂
の
管
理

僧
）
、
衆
分
（
五
別
所
の
僧
）
の
三
身
分
に
つ
い
て
絵
画
資
料
や
近
世
文

書
か
ら
復
元
し
、
そ
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
延
暦
寺
に
つ

い
て
、
三
塔
十
六
谷
、
寺
家
（
執
当
）
、
山
徒
（
妻
帯
衆
徒
）
な
ど
を
概

説
の
う
え
、
『
聰
墟
噺
余
』
に
み
え
る
上
方
、
中
方
、
下
方
の
三
身
分
を

考
察
し
た
。
上
方
は
衆
徒
と
山
徒
に
大
別
さ
れ
、
中
方
は
惣
寺
の
堂
衆

や
承
仕
お
よ
び
寺
家
の
維
那
、
下
方
は
鍮
取
・
出
納
・
庫
主
・
政
所
・

専
当
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
こ
と
を
示
し
た
。
堂
衆
は
日
吉
杜
彼
岸
所

を
結
集
拠
点
と
し
た
こ
と
や
、
下
方
は
堂
舎
保
全
に
従
事
し
つ
つ
衆

徒
・
山
徒
に
使
役
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
中
世
天
台
宗
寺
院
の
僧
は
、

大
き
く
三
階
層
に
わ
か
れ
、
身
分
上
昇
も
理
論
上
は
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。

補
論
「
中
世
に
お
け
る
「
智
証
大
師
関
係
文
書
典
籍
」
の
伝
来
」
は
、

中
世
に
お
け
る
円
珍
（
智
証
大
師
）
関
連
の
文
書
・
典
籍
の
保
管
・
伝

来
状
況
を
考
察
し
た
。
新
出
の

H
録
―
―
―
点
の
概
要
を
あ
き
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
「
智
証
大
師
関
係
文
書
典
籍
」
は
南
北
朝
動
乱
期
に
ひ
と
た
び

園
城
寺
の
寺
外
へ
流
出
し
、
主
要
部
は
貞
和
二
年
（
―
-
―
-
四
六
）
六
月

に
買
い
戻
さ
れ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
そ
し
て
目
録
の
表
記
法
か
ら
伝

来
過
程
を
復
元
し
、
南
北
朝
動
乱
期
に
こ
れ
を
持
ち
出
し
た
の
は
山
門

と
想
定
す
る
。
そ
し
て
園
城
寺
は
、
そ
れ
を
有
償
・
無
償
で
取
り
戻
し

た
と
み
る
。

第
二
篇
「
坂
本
の
馬
借
」
は
、
山
門
の
掲
点
で
あ
る
近
江
国
坂
本
の

都
市
構
造
に
つ
い
て
、
日
吉
社
や
坂
本
住
人
（
坂
本
馬
借
な
ど
）
か
ら
論

じ
た
。第

一
章
「
中
世
・
坂
本
の
都
市
構
造
」
は
、
室
町
期
の
都
市
坂
本
の

機
能
と
構
造
を
考
察
し
、
下
坂
本
（
三
津
浜
）
と
上
坂
本
（
六
箇
条
）

の
二
地
区
か
ら
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
ず
『
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参

記
』
に
み
え
る
社
頭
掃
除
の
状
況
か
ら
地
区
概
要
を
確
定
し
、
坂
本
住

人
は
在
地
人
と
称
さ
れ
神
輿
を
担
ぐ
こ
と
が
で
き
る
氏
子
で
あ
っ
た
こ

と
を
し
め
す
。
ま
た
下
坂
本
（
三
津
浜
）
は
一
一
区
画
か
ら
な
り
、
琵
琶

湖
か
ら
荷
揚
げ
さ
れ
る
物
資
の
輸
送
先
も
そ
れ
ぞ
れ
京
都
と
日
吉
社
門

前
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
『
言
国
卿
記
』
か
ら
山
科
言

国
が
八
年
間
居
住
し
た
上
坂
本
（
六
箇
条
）
の
様
相
を
そ
の
生
活
空
間

や
祭
礼
か
ら
復
元
し
た
。
さ
ら
に
在
地
鎮
守
社
の
神
輿
屋
や
日
吉
社
鳥

居
の
位
置
関
係
か
ら
上
坂
本
（
六
箇
条
）
の
区
画
を
確
定
し
た
。
都
市

坂
本
の
な
か
で
も
上
坂
本
（
六
箇
条
）
は
計
画
的
居
住
区
で
あ
っ
た
と

し
、
南
側
へ
の
拡
張
の
痕
跡
を
指
摘
す
る
。

第
二
章
「
堅
田
大
責
と
坂
本
の
馬
借
」
は
、
近
江
国
堅
田
の
記
事
を

手
が
か
り
と
し
て
坂
本
馬
借
と
山
門
衆
徒
の
関
係
を
考
察
し
た
。
応
仁

二
年
(
-
四
六
八
）
に
山
門
衆
徒
が
坂
本
馬
借
を
使
っ
て
堅
田
真
宗
門

徒
討
伐
を
行
っ
た
記
事
、
つ
づ
く
文
明
年
間
に
は
逆
に
堅
田
の
人
々
を

下
坂
本
討
伐
に
加
担
さ
せ
た
記
事
に
注
目
し
、
山
門
と
坂
本
馬
借
の

是
々
非
々
の
関
係
を
し
め
す
。
そ
し
て
坂
本
馬
借
の
行
動
に
は
、
自
已
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の
意
思
、
山
門
の
命
令
の
一
一
種
が
あ
り
、
山
門
の
尖
兵
と
し
て
の
機
能

は
永
享
五
年
(
-
四
二
三
）
の
山
門
騒
乱
に
契
機
が
あ
る
と
す
る
。
山

門
が
坂
本
馬
借
を
使
役
で
き
た
背
景
に
は
、
日
吉
社
神
事
に
坂
本
馬
借

が
関
係
し
て
い
た
こ
と
、
日
吉
社
神
輿
が
山
門
の
神
輿
振
り
で
使
用
さ

れ
た
こ
と
、
の
二
点
が
あ
り
、
日
吉
社
を
つ
う
じ
て
山
門
と
坂
本
馬
借

は
む
す
ば
れ
て
い
た
と
す
る
。
康
正
二
年
(
-
四
五
六
）
•
明
応
―
一
年

（
一
四
九
．
一
4)

に
坂
本
馬
借
が
日
古
社
へ
閉
籠
し
、
山
門
に
対
し
て
徳
政

を
要
求
し
た
行
動
は
、
こ
の
山
門
・
日
吉
社
・
坂
本
馬
借
の
二
者
関
係

に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

第
一
ー
一
章
「
坂
本
の
馬
借
と
土
一
揆
」
は
、
山
訴
に
よ
っ
て
「
王
法
仏

法
相
衣
」
が
一
時
的
な
破
綻
に
陥
っ
た
と
き
土
一
揆
が
生
起
す
る
こ
と

に
着
目
し
、
山
訴
と
士
一
揆
の
連
動
性
を
考
察
し
た
。
ま
ず
康
暦
元
年

(
-
―
二
七
九
）
・
応
永
―
一
十
五
年
(
-
四
一
八
）
・
応
永
―
―
―
十
五
年
(
-
四

ニ
八
）
の
坂
本
馬
借
に
よ
る
祇
圏
社
閉
籠
を
事
例
に
と
り
あ
げ
、
日
吉

社
・
坂
本
馬
借
と
祇
園
社
の
関
係
や
、
坂
本
馬
借
の
室
町
幕
府
に
対
す

る
訴
訟
の
あ
り
方
を
み
た
。
そ
し
て
坂
本
馬
借
は
、
下
坂
本
（
三
津
浜
）

に
集
住
し
て
お
り
、
日
吉
社
に
閉
龍
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
場

合
は
山
門
が
検
断
権
に
も
と
づ
き
討
伐
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
結

果
、
坂
本
馬
借
に
よ
る
室
町
幕
府
へ
の
訴
訟
は
、
日
吉
社
の
神
威
を
自

揺
的
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
山
門
に
使
役
さ
れ
る
う
ち
に
山

門
に
対
し
て
も
徳
政
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
。
そ
し
て
「
王

法
仏
法
相
衣
」
の
破
綻
時
期
を
ね
ら
う
土
一
揆
の
あ
り
方
に
、
民
衆
の

思
想
的
呪
縛
か
ら
の
解
放
を
み
た
。

第
三
篇
「
山
門
と
日
吉
社
」
は
、
大
津
神
人
の
実
像
を
さ
ぐ
る
こ
と

に
よ
っ
て
山
門
と
日
古
社
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
「
大
津
神
人
と
日
吉
祭
」
は
、
大
津
神
人
が
い
か
な
る
歴
史

的
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
日
吉
社
へ
の
粟
御
供
を
素
材
と
し
て
考
察
し

た
。
十
一
世
紀
以
降
、
日
吉
祭
に
お
い
て
大
津
神
人
が
粟
御
供
を
備
進

し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
大
津
神
人
の
多
様
化
を
「
大
津
生
得

神
人
」
の
語
の
出
現
と
「
以
都
の
入
神
人
」
の
派
生
に
み
る
。
さ
ら
に

近
江
国
粟
津
の
地
名
由
来
か
ら
大
津
と
粟
津
が
異
な
る
地
域
で
あ
る
と

推
定
し
、
か
つ
粟
御
供
が
大
津
生
得
神
人
か
ら
粟
津
神
人
へ
移
っ
た
の

は
応
水
二
十
年
以
降
と
す
る
。
粟
御
供
が
陸
上
（
唐
崎
の
宿
院
）
か
ら

船
上
に
変
吏
さ
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
備
進
が
大
津
神
人
ゆ
か
り
の
粟
津

神
人
に
移
行
さ
れ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。

第
一
―
章
「
大
津
神
人
と
山
門
衆
徒
」
は
、
大
津
神
人
が
日
吉
社
神
人

と
し
て
の
立
場
を
い
か
に
活
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
日
吉
社
司
や
山

門
衆
徒
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
ま
ず
大
津
神
人
が
日
吉
社
と
対
立

し
た
場
合
、
園
城
寺
勧
請
の
新
宮
社
で
粟
御
供
を
お
こ
な
う
事
実
か

ら
、
大
津
神
人
の
日
吉
杜
司
か
ら
の
独
立
性
を
み
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
、
大
津
神
人
が
訴
訟
を
お
こ
な
う
場
合
、
日
吉
社
を
介
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
ま
た
山
門
の
衆
徒
・
堂
衆
は
、
も
と
も

と
日
吉
社
に
参
与
す
る
足
が
か
り
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
津
神
人

の
訴
訟
は
、
し
だ
い
に
日
吉
杜
司
の
群
参
か
ら
山
門
大
衆
の
蜂
起
へ
と
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い
う
経
過
を
た
ど
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
社
会
背
景
と
し
て
、

仏
法
が
神
（
日
吉
神
）
を
包
摂
す
る
神
仏
習
合
の
思
想
を
み
る
。
そ
し
て

大
津
在
住
で
な
い
大
津
神
人
（
京
都
の
入
神
人
）
の
増
加
は
、
訴
訟
の

さ
い
山
門
衆
徒
に
依
存
す
る
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
と
み
る
。
さ
ら
に

山
門
は
元
久
元
年
（
一
―
―

-
0
四
）
の
堂
衆
放
逐
を
機
会
と
し
て
、
日
吉

社
各
社
殿
付
属
の
神
人
、
日
吉
小
五
月
会
に
か
か
わ
る
神
人
、
を
新
し

く
独
自
に
編
成
し
は
じ
め
た
。
こ
の
日
吉
社
の
縁
起
に
由
来
し
な
い
神

人
の
創
出
こ
そ
、
山
門
と
大
津
神
人
の
関
係
の
帰
結
と
み
る
。

第
一
．
ー
章
「
衆
徒
の
金
融
と
神
人
の
金
融
」
は
、
日
吉
社
神
輿
造
替
の

用
途
徴
収
を
事
例
と
し
て
、
山
門
衆
徒
の
金
融
と
大
津
神
人
の
金
融
を

峻
別
し
て
考
察
し
た
。
ま
ず
公
家
法
か
ら
、
僧
供
料
等
の
貸
し
付
け
は

合
法
だ
が
そ
れ
を
原
資
と
す
る
出
挙
利
の
加
増
や
公
私
物
の
掠
取
は
違

法
で
あ
る
こ
と
、
寺
院
金
融
は
合
法
だ
が
下
僧
の
違
法
金
融
は
取
締
対

象
で
あ
る
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
悪
僧
と
神
人
の
金
融
は
原
資
が
異
な

る
の
で
法
的
に
同
一
で
な
い
と
み
る
。
乾
元
二
年
(
-
三

0
1
―
)
の
神

輿
造
替
費
用
の
徴
収
は
、
大
津
牛
得
神
人
分
を
山
門
寺
家
が
、
京
都
の

人
神
人
分
を
検
非
違
使
庁
が
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
京
都
の
入
神
人

が
、
い
わ
ゆ
る
山
門
気
風
の
土
倉
と
呼
称
さ
れ
た
と
み
る
。
ま
た
正
和

四
年
(
-
三
一
五
）
の
神
朋
造
替
費
用
は
、
山
門
衆
徒
の
士
倉
が
山
門

気
風
の
土
倉
か
ら
の
徴
収
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
門
衆
徒

の
金
融
は
大
津
神
人
の
金
融
よ
り
も
上
位
に
位
置
し
、
か
つ
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
山
門
衆
徒
は
、
日
吉
各
社
の
神
人
補
任
権
の
確

保
と
、
神
輿
造
替
費
の
徴
収
を
契
機
と
し
て
、
広
義
の
大
津
神
人
へ
の

関
与
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
と
き
徴
収
を
委
ね
ら
れ
た
山
門
衆
徒
の

上
倉
が
、
の
ち
に
日
吉
社
小
五
月
会
馬
上
役
を
徴
収
す
る
馬
上
一
衆
に

展
開
し
た
と
み
る
。

第
四
篇
「
中
世
都
市
・
京
都
の
変
容
」
は
、
山
門
と
関
わ
り
の
ふ
か

い
地
域
に
集
住
す
る
京
都
の
民
衆
に
つ
い
て
論
じ
た
。

第
一
章
「
応
仁
の
乱
と
京
都
」
は
、
山
門
の
土
倉
方
一
衆
・
馬
上
一

衆
が
室
町
幕
府
役
銭
六
千
貰
・
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
一
一
千
貰
を
諸
商

売
・
日
吉
神
人
か
ら
徴
収
し
て
い
た
形
態
が
、
応
仁
の
乱
で
変
容
し
た

問
題
に
つ
い
て
『
八
瀬
童
子
会
文
書
』
か
ら
考
察
し
た
。
東
軍
御
構
の

領
域
で
は
山
門
に
よ
る
諸
役
徴
収
が
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

実
証
し
、
下
京
で
も
西
軍
に
よ
る
諸
役
徴
収
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
検
地
躾
か
ら
推
定
、
京
都
の
富
の
実
像
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ

し
て
応
仁
の
乱
中
も
馬
上
一
衆
に
よ
る
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
の
徴
収

が
下
京
・
西
陣
で
も
続
け
ら
れ
て
お
り
、
拒
否
す
る
神
人
も
い
た
が
室

町
幕
府
の
商
業
税
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
徴
収
可
能
だ
っ
た

と
す
る
。
応
仁
の
乱
後
、
室
町
幕
府
は
士
倉
役
と
馬
上
役
を
分
離
さ
せ
、

士
倉
役
の
み
を
純
粋
な
商
業
税
と
し
て
徴
収
し
よ
う
と
試
み
、
日
吉
小

五
月
会
は
神
事
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
も
差

定
の
あ
る
神
役
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
右
の
二
点
に
、
山
門
と
室

町
幕
府
が
協
力
し
て
京
都
の
利
潤
を
収
奪
・
分
配
す
る
体
制
が
破
綻
し

た
こ
と
を
読
み
と
っ
た
。



80 

第
二
章
「
中
枇
京
都
・
東
山
の
風
景
」
は
、
京
都
東
山
の
景
観
変
化

に
つ
い
て
絵
画
資
料
か
ら
考
察
し
た
。
ま
ず
祇
園
杜
南
側
の
百
度
大
路

の
様
相
を
詳
述
し
て
山
門
と
祇
園
社
の
関
係
を
解
く
。
そ
し
て
勧
進
聖

に
よ
る
杓
ふ
り
が
な
さ
れ
た
祇
園
社
本
殿
の
南
西
角
は
、
近
世
に
も
守

札
の
発
売
所
と
し
て
残
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
お
な
じ
く
杓
ふ
り
が
お

こ
な
わ
れ
た
四
条
橋
は
「
祇
園
社
の
橋
」
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
し
て

四
条
橋
西
の
祇
園
社
一
鳥
居
が
絵
画
資
料
か
ら
消
滅
す
る
の
は
、
鴨
川

洪
水
に
よ
る
流
出
と
御
土
居
の
構
築
に
よ
る
景
観
変
化
に
よ
る
と
す

る
。
そ
う
し
た
景
観
変
化
の
社
会
背
景
と
し
て
、
人
び
と
の
神
仏
に
対

す
る
恰
仰
の
弱
体
化
・
変
容
を
み
る
。

第
三
章
「
中
世
「
四
条
河
原
」
考
」
は
、
中
世
に
お
け
る
四
条
河
原

の
領
域
特
定
と
河
原
者
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
。
ま
ず
河
原
者
の
居
住

域
に
つ
い
て
、
北
を
四
条
、
東
を
鴫
川
ま
で
と
論
証
す
る
。
さ
ら
に
四

条
河
原
と
呼
ば
れ
た
領
域
は
中
世
と
近
世
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
の
ち

に
余
部
屋
敷
と
呼
ば
れ
た
領
域
が
中
世
の
そ
れ
に
あ
た
り
、
北
は
四

条
、
西
は
寺
町
通
、
東
は
御
土
居
、
南
は
綾
小
路
通
南
と
比
定
し
た
。

ま
た
絵
画
資
料
に
よ
っ
て
、
余
部
屋
敷
に
特
徴
的
な
景
観
と
し
て
梨
落

を
囲
う
竹
藪
や
、
女
性
・
子
供
の
多
さ
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
青
屋
と

河
原
者
を
一
体
と
み
て
、
青
屋
（
藍
染
屋
）
と
紺
屋
の
相
違
点
に
つ
い

て
、
木
桶
．
甕
な
ど
の
道
具
・
染
法
の
違
い
か
ら
読
み
解
い
た
。
そ
し

て
四
条
河
原
の
領
域
は
、
古
代
に
は
祟
親
院
と
い
う
自
立
で
き
な
い
子

女
の
た
め
の
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
連
統
性
を
み
た
。

付
篇
は
、
京
都
に
か
か
わ
る
論
考
と
史
料
紹
介
か
ら
な
る
。

ニ
付
論
]
『
言
継
卿
記
』
に
見
え
る
法
住
寺
」
は
、
山
科
言
継
の
日
記

を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
示
す
。
「
言
継
卿
記
』
の

記
事
に
み
え
る
法
住
寺
の
「
御
は
ん
せ
ん
」
を
後
白
河
院
御
陪
膳
と
と

ら
え
、
山
科
家
が
戦
国
期
に
も
後
白
河
院
の
祥
月
命
日
（
三
月
十
三
日
）

に
こ
れ
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の

と
き
掲
げ
ら
れ
た
絵
像
御
影
が
も
と
も
と
山
科
御
影
堂
に
あ
っ
た
こ
と

に
由
来
し
、
山
科
家
が
三
月
十
―
―
一
日
に
法
住
寺
で
御
陪
膳
を
つ
と
め
る

歴
史
的
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
天
文
十
七
年
(
-
五
四

八
）
、
室
町
幕
府
が
山
科
家
か
ら
山
科
の
地
を
没
収
し
た
こ
と
で
そ
れ

は
終
わ
り
を
つ
げ
た
と
い
う
。
あ
わ
せ
て
妙
法
院
蔵
の
後
白
河
法
皇
像

の
御
影
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

二
史
料
紹
介
]
岡
本
保
望
上
加
茂
神
社
興
隆
覚
」
は
、
上
賀
茂
神
社

の
社
司
岡
本
保
望
が
自
已
の
功
績
を
書
き
あ
げ
た
七
点
か
ら
な
る
文
書

群
を
紹
介
・
解
説
す
る
。
七
点
の
文
書
の
う
ち
、
新
出
が
加
茂
文
化
研

究
所
所
蔵
分
の
四
点
、
既
知
が
一
二
点
で
、
七
点
い
ず
れ
も
岡
本
保
望
が

惣
中
へ
の
頁
献
を
覚
と
し
て
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
六

点
分
の
翻
刻
文
と
解
題
を
掲
載
す
る
。

「
む
す
び
」
は
、
本
書
の
成
果
と
課
題
を
整
理
す
る
。
第
一
に
山
門
の

惣
寺
が
衆
議
の
重
な
り
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
論
証
し
た
こ
と
を
成
果

と
し
、
課
題
と
し
て
宿
老
と
若
輩
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
の
解
明
を
掲

げ
る
。
第
一
一
に
山
門
と
室
町
幕
府
の
関
係
画
期
と
し
て
嘉
吉
年
間
を
提
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示
し
、
こ
の
時
期
に
山
門
嗽
訴
の
復
活
を
み
る
も
、
嘉
古
の
士
一
揆
を

契
機
と
し
て
山
門
使
節
や
土
倉
方
一
衆
・
馬
上
一
衆
な
ど
山
門
と
室
町

幕
府
が
築
い
た
制
度
が
崩
壊
へ
む
か
う
と
す
る
。
第
一
．．
 

に
大
津
神
人
・

坂
本
馬
借
か
ら
山
門
の
民
衆
支
配
を
あ
き
ら
か
に
し
、
神
威
を
帯
び
る

彼
ら
の
う
ご
き
が
社
会
変
動
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
第
四

に
京
都
東
山
•
四
条
河
原
の
景
観
変
化
や
応
仁
の
乱
中
の
洛
中
の
様
相

を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
「
王
法
仏
法
相
依
」
の
理
念
は
、
山
門

と
室
町
幕
府
の
及
方
か
ら
有
効
利
用
さ
れ
た
と
み
る
。
た
と
え
ば
祇
園

会
に
お
け
る
「
山
鉾
・
風
流
」
巡
行
は
足
利
将
軍
の
神
事
と
し
て
独
自

に
財
源
が
確
保
さ
れ
て
ゆ
ぎ
、
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
を
財
源
と
す
る

「
神
輿
」
巡
行
が
無
く
て
も
室
町
幕
府
が
祇
園
会
を
催
す
こ
と
は
理
念

上
可
能
と
の
認
識
に
つ
な
が
っ
た
と
み
る
。
こ
こ
に
王
法
と
仏
法
の
関

係
を
検
証
す
る
こ
と
の
意
義
を
見
出
す
。

本
書
の
成
果
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
多
い
。
こ
こ
で
は

と
り
わ
け
重
要
と
考
え
る
新
知
見
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
閉
籠
が
、
公
的
・
合
法
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
黒
田
俊
雄
『
寺
社
勢
力
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇

年
）
に
描
か
れ
た
閉
籠
へ
の
認
識
を
根
本
的
に
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
「
智
証
大
師
関
係
文
書
典
藉
」
が
、
圏
城
寺
か
ら
流
出
し
た
時
期

が
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
秘
蔵
文
書
の
伝

来
論
は
、
宗
教
文
書
の
取
り
あ
っ
か
い
を
考
え
る
う
え
で
ホ
唆
に
富
む

と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
都
市
坂
本
の
復
元
図
を
作
成
し
た
こ
と
も
敬
相

さ
れ
る
。
こ
れ
は
日
吉
社
門
前
の
区
画
が
視
覚
的
に
把
握
可
能
と
な
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
都
市
坂
本
の
中
世
史
料
を
読
み
込
む
さ
い

の
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

新
稿
三
絹
か
ら
な
る
大
津
神
人
論
は
白
眉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
山

門
気
風
の
士
倉
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
ひ
ろ
が
る
大
津
神
人
の
世
界
か

鮮
明
に
う
か
び
あ
が
っ
た
。
ま
た
、
応
仁
の
乱
中
の
京
都
の
都
市
経
済

が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
『
八
瀬
童
子
会
文
書
』
の
公

開
と
分
析
に
よ
っ
て
室
町
時
代
の
京
都
研
究
が
大
き
く
進
展
し
た
こ
と

を
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
研
究
対
象
が
深
淵
な
分
野
で
あ
る
た
め

軽
々
な
発
言
は
許
さ
れ
な
い
が
、
一
点
の
み
掲
げ
て
お
き
た
い
。
下
坂

氏
は
、
先
著
に
て
山
門
の
組
織
と
構
造
を
解
明
さ
れ
、
つ
づ
く
本
著
に

て
山
訴
な
ら
び
に
坂
本
・
大
津
・
京
都
の
山
門
関
連
諸
事
項
に
つ
い
て

究
明
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
本
書
で
は
、
近
江
民
衆
と
山
門
の
関
係
に
紙

幅
を
多
く
費
や
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
き
、
坂
本
馬
借
や
大

津
神
人
の
ほ
か
日
吉
社
に
関
係
す
る
民
衆
す
べ
て
を
包
摂
し
た
日
吉
社

神
人
の
総
論
的
な
論
考
が
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。
近
江
民
衆
と
山
門
衆

徒
の
タ
テ
の
つ
な
が
り
は
理
解
で
き
た
が
、
京
都
民
衆
を
ふ
く
め
た
日

吉
社
神
人
ど
う
し
の
ヨ
コ
の
関
係
性
が
い
ま
ひ
と
つ
不
分
明
と
感
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
史
料
残
存
量
の
間
題
は
あ
る
が
、
新
史
料
発
見
へ
の
期

待
を
込
め
て
提
起
し
て
お
き
た
い
。

下
坂
氏
は
本
書
を
網
ま
れ
た
後
、
さ
ら
に
「
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
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「
日
吉
山
王
祭
礼
図
屏
風
」
に
見
る
中
世
の
日
吉
祭
」
（
松
本
郁
代
・
出

光
佐
千
子
・
彬
子
女
王
絹
『
風
俗
絵
画
の
文
化
学
』

m、
思
文
閣
出
版
、

二
0
一
四
年
）
、
「
霊
洞
院
蔵
「
境
内
並
近
隣
之
古
記
」
」
（
『
学
叢
』
ニ

七
、
二

0
一
五
年
）
、
「
中
世
「
四
条
河
原
」
再
考
」
（
『
奈
良
史
学
』
―
―
―

三
、
二

0
一
六
年
）
、
「
「
四
条
河
原
」
芝
居
地
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
芸

能
史
研
究
』
ニ
―
五
、
二

0
一
六
年
）
、
「
山
法
師
の
冨
と
力
」
（
『
仏
教

史
学
研
究
』
五
九

l
-
、
二

0
一
六
年
）
、
「
中
世
天
台
宗
寺
院
に
お
け

る
衆
徒
」
（
『
歴
史
評
論
』
じ
九
七
‘
―

-
0
一
六
年
）
、
「
絵
画
史
料
に
見

る
祇
園
社
の
神
子
」
（
『
日
本
文
学
』
六
六
ー
七
、
二

0
一
七
年
）
、
「
神

宝
「
勅
板
」
と
祇
園
会
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
ニ
―
八
‘
―

1
0
一
七
年
）

な
ど
の
論
考
を
精
力
的
に
発
表
さ
れ
、
種
々
の
史
料
紹
介
・
史
料
解
説

や
講
演
録
と
あ
わ
せ
て
研
究
対
象
へ
の
考
察
を
深
め
ら
れ
て
い
る
(
)
あ

わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
A
5
判
、
四
―
―
―
―
一
頁
、
思
文
閣
出
版
、
二

0
一
四
年
十
一
月
、
七
五

0

0
円
＋
税
）


